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４  自然・環境・食　豊かな自然や食文化を大切にし，
　　　　　　　　　　誇りに思い，語ることができるまち

現状・課題

(1) 自然を「知り」，「残し」，「活かす」社会をつくります。

① 自然環境・生活環境の保全　　　

・平成 28 年度に策定した気仙沼市環境基本計画（計画期間：平成 29 ～ 38 年度）に基づき，
　自然や生物環境の保全などに取り組んでいます。
・東日本大震災により大きな被害を受けた森林や農地，海岸線，漁場，公園など多くの自
　然環境を必要な開発や防災と共存・調和させながら再生し，次世代に引き継ぐ必要があ
　ります。
・事業所は，騒音や水質汚濁，悪臭などを発生しないよう，周辺環境への十分な配慮と防
　止対策が求められています。
・住み良い環境づくりに向け，自主清掃活動の普及や不法投棄防止対策など，継続した取
　組が必要となっています。
・空家等実態調査（平成 27 年度）の結果，1,051 件の空家が判明しており，敷地内の雑草
　繁茂など管理不適切な空家への対策が必要です。
・犬や猫などによる騒音や悪臭・糞尿の不始末などの課題には，飼い主のモラルの向上や
　地域ぐるみの取組が必要です。
・市内で 108 の道路保護組合が組織されており，日頃から自治会とともに道路及び周辺の
　環境美化に取り組んでいます。

施策の方向性

　市民，地域，事業者，行政が共に環境に配慮し，快適に安心して暮らせるまちを目指し
ます。

● 公害苦情件数の推移

�¿�‰�•�>
‹	ª�¢
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主な指標
カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

 

指標項目 目標設定の考え方現状 2016(H28) 目標 2020（H32）

�>
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ï
�Y�”�ˆ�á�ˆ�®
¶�¢�°
j
Z

ß�¯�€�C	�


H�3�T�’ �� �Ê�Ž	Í�w�€�C��������� 
� ����������� 
�

行政

・節水などによる
\�Æ�v	
+�w		Z�H
M�|�×�P	*�%�w�˜�=�•
ò�Þ�“�s�r�|	E�ˆ�‘�M
\�Æ

�y���¥�w�-
¶ を心掛けます。
・
¶�¢�°
j
Z
ß�•�×�Ï�q�~	ü�µ�q�~�¢�ô
\
Ê�ù�È�ù�q�U�æ�O
Z
ß�Æ�ˆ�t�€�C するなど，
　�•�¬�w���¥’�= に努めます。
・身近な自然に目を向け，�V�w�ˆ�j�w	è�?�•�†�þ�•�w	è	%�|�™
‹	Î�•�w�Þ÷�M�s�r�w�˜

�y�=�Æ�ˆ�•�×
µ���¥�w�-
¶�Æ�ˆ への積極的な参加を心掛けます。

・�•�¬�•�¶�Í�t�S�Z�”�×	��$�s���¥�-
¶�Æ�ˆ�s�›�î�ª します。
・自治会・道路保護組合等は，積極的に環境美化・環境衛生の向上に取り組みます。
・各種団体共催による環境イベントを開催し，環境意識の醸成に努めます。
・排水処理施設などを適正に整備・管理し，悪臭・騒音・振動の防止に努めます。

市民

地域・
事業者

・森林・農地・沿岸域を保全し，生物の生息環境の保護・保全に努めます。
・西舞根川災害復旧事業などの復旧・復興事業に当たっては，�×
µ���¥�•
\ú�w
\�	��

�y�¥�t��€�`�h�»�O�s�t�‘�”���¥�•�wÛ�Y�ÿ�n を目指します。
・スローシティやＥＳＤ，ＳＤＧｓの理念の下，�•�¬�•�¶�Í�|�¤	��‚�.�q�È�� し，体験
　型の環境教育活動を行うなど，���¥���w�;�q�w	F�î を図ります。
・	Ü�=
ç�w
T‹ 等を促進し，排水による河川や海域の水質汚濁防止を図ります。
・事業所等に対する�¬�•�w��0�f の指導・啓発を図ります。
・�L�ù
¢�” 等の推移を継続して調査し，安全・安心を確保します。
・花のみちの植栽や安波山の植樹など，協働による環境保全活動を推進します。

・毎年６月に市民総ぐるみによる
¶�¢�°
j
Z
ß を行い，環境衛生に対する市民意識の高
　揚を図ります。
・自治会・道路保護組合等による自主的な清掃活動等を支援します。
・移転元地をはじめとする市有地について，周辺環境に応じた草刈りなど，適切な管理
　を行い環境美化に努めます。
・Æ�O�d�:�w� のため，関係機関・団体等と連携を図り，パトロールを実施するなど，
　監視体制の強化に努めます。
・�í�H�s�0�f�-�h を策定し，空家等の適正管理や増加の抑制に取り組みます。
・犬や猫の飼育方法などに関する情報提供，啓発用チラシの配布，看板の作成を通して，
　飼い主のモラルの向上に努めます。
・�ú�‘�ã への餌やりの防止など，地域ぐるみで行う取組を支援します。

環境保全

環境美化の推進

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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現状・課題

② 低炭素社会の創造と再生可能エネルギーの利用　　

・温室効果ガスの排出削減に向けては，各家庭や事業所，学校，公共施設等において，省
　エネルギー化や再生可能エネルギーの導入等が進められています。
・震災後は，避難所となる公民館や集会施設，学校等 53 施設に太陽光発電設備や蓄電池
　を設置しています。
・被災者の住宅再建時に，低炭素社会対応型浄化槽※1 や太陽光発電設備の設置を支援し，
　温室効果ガスの排出削減を図っています。
・民間事業者による太陽光・風力・木質バイオマスなどの再生可能エネルギーによる発電
　事業を促進しています。
・地域における再生可能エネルギーの利用推進のため，エネルギー需要量の調査や地産地
　消型事業の可能性等について調査・検討が必要です。
施策の方向性

　省エネや再生可能エネルギーを活用し，安全で環境負荷の少ない低炭素社会の創造を目
指します。

主な指標
カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

 

指標項目 現状 2016(H28) 目標 2020（H32）

	²�¤�É�O�0	Å�¢�¬�ž�ª
ƒ
�¤�É�ç�ª�”�–�;�”�¢�j�	
�õ�‰�£

��������� �: �- ��������� �: �-

行政

・�!����	°�Ì など省エネ効率の高い商品への切り替えに努めます。
・ガスや灯油の使用量削減を心掛けます。
・� �E�«C�?
ƒ‹ など再生可能エネルギーの導入に努めます。

・省エネ効率が高いエアコンや照明器具の導入に努めます。
・採光や断熱・通気性などに配慮した家屋，工場，事務所等の整備に努めます。
・� �E�«C�?�•�Ì� �¦�Ú�µ などの再生可能エネルギー設備の導入に努めます。

市民

地域・
事業者

・市が率先して環境負荷を低減するため，市の地球温暖化防止に向けた率先行動計画に
　基づき，エネルギー使用量の削減や庁用車のエコカー導入等に引き続き取り組みます。
・公共施設への省エネルギー機器や再生可能エネルギー設備の計画的な導入を図ります。
・省エネルギー機器や再生可能エネルギー導入に対する支援策を検討します。
・市民等への温室効果ガス排出削減についての普及啓発を図ります。
・市域のエネルギー需要量の調査や�•�ˆ�•	«���Ä�À の可能性を検討します。

目標設定の考え方

�� 
R ���� �å �S�‡ �p �t �� �Ë
�_�n�›�è�¦�b

※１低炭素社会対応型浄化槽 従来型の浄化槽ブロアーより消費電力が少なく，温室効果ガス排出削減
に貢献する省エネルギー型の浄化槽

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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現状・課題

【ごみ処理】

【し尿処理】

③ 循環型社会を目指す廃棄物処理

・平成 27 年度に策定した気仙沼市一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画）（計画期間：
　平成 27 ～ 36 年度）に基づき，ごみの減量化，資源化を図りながら，適切なごみ処理を
　進めています。
・気仙沼市環境基本計画で定めた，市民・事業者の環境負荷低減のための行動指針により，
　ごみ減量やリサイクル等の啓発を行っています。
・本市で発生したごみは，クリーン・ヒル・センターで可燃ごみは焼却処分，不燃ごみ・
　粗大ごみは選別・破砕処理しています。また，市が収集した資源ごみは，民間資源取引
　業者に引き渡し，資源化しています。
・市内1,273箇所の集積所には，分別ルールを守らず集積所に出されるごみが後を絶ちません。
　ごみの減量化・資源化を図り，余分な経費と人手をかけずに効率的にごみ処理を進める
　上で，ルールの徹底が必要です。
・ごみ処理基本計画の１人１日当たりのごみ排出量，資源化率※１，最終処分率※２の目標値
　の達成に向けて，市民一人一人や事業者がごみの減量化・資源化に取り組む必要があり
　ます。
・ごみ焼却場や粗大ごみ処理場，最終処分場の長寿命化には，焼却量や埋立処分量を減らし，
　施設への負荷軽減を図る必要があり，ごみの減量化・資源化が欠かせません。
・焼却処分等は，地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出につながることから，排出抑
　制の上からも，ごみの減量化・資源化が必要です。

・気仙沼市一般廃棄物処理基本計画（生活排水処理基本計画）に基づき，適切な生活排水
　処理を進めています。
・気仙沼市環境基本計画で定めた市民・事業者の環境負荷低減のための行動指針に基づき，
　節水や排出抑制の啓発を行っています。
・処理の過程で発生する脱水汚泥は，下水道汚泥と合わせて汚泥炭化施設において炭化処
　理し，土壌改良材として再利用されています。
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● ごみの総排出量と 1人 1日当たりの排出量

● 資源化率と最終処分率

�¿�‰�•�>
‹	ª�¢

�Þ �7	4	rü�”�•	®�k�ƒ�|��EÆ�éú�s�y�y�¿�o�=�”�•�y�´�¨�•�Ï�ï�~���s�w�¿�o�=ú�¢�½��	r�g�›	†�X�£

�y�¤��	r�g�”�•	®�k	r�g�t�‘�”�n�”ü�y�y�n�¬�å�Ñ	Í�ˆ�w
:�‹�x�f�O		Z�”

施策の方向性

　ごみの減量化・分別・資源化の徹底を図り，持続可能な循環型の地域社会を創ります。
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主な指標
カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

指標項目 目標設定の考え方現状 2016(H28) 目標 2020（H32）

�]�ˆ
ï		Z�”

�¿�o�=�p

�7	4	rü�p

�ª
ƒ�_�¶�•�w�€�C	�
:

	Z
²�è�2�•�w�€�C	�
:

�¿�o�=ú�æ�±� �«�ç
	‘��Ú
�
e�‚�.
:


\�]�ˆ	r�g�;�s�ê�Ö
�4	•
�
e�E
:

��Ô�
��p�h�“�w�]�ˆ		Z�”

�°`��:ú	r�g�,�Š�-�h�w�èª�‹
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�‰	Í
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�‰	Í

�‰	Í
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������������U

����������H
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�����Ë

������������U
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・詰め替え可能な商品の購入に努め，使い捨て商品は買わないなど，できるだけごみを
　出さないよう努めます。�¢�3�F�E�V�D�F �æ�Ã�á�”�µ�¹		Z�H
M�£

・修理をしたり，物を譲り合うなど，使えるものは繰り返し使うよう心掛けます。�¢�3�F�V�T�F

�y�æ�â�”�µ�¹�6�–�;�£

・ごみを出すときは，資源になるものをきちんと分別します。�¢�3�F�D�Z�D�M�F �æ�±� �«�ç�¹

�y�6�b�;�£

・	ï¼�é�µ の軽減に向けて，食材は買い過ぎず，使い切るよう心掛けます。
・買い物には�Ú� �Ì�¿�« を持参し，過剰包装は求めないよう努めます。
・�¤�¯�Ú�”�« ※３や�¬�æ�”�ï�Ú�”�« ※４等の環境ラベルの付いた製品の購入�¢�¬�æ�”�ï�ê�Ö�£

�yに努めます。

市民

・事業者は，事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別を徹底し，適正に処分します。
・ごみを多量に排出する事業者は，ごみ減量化計画書を自主的に作成し，減量化に取り
　組みます。併せて，分別ルールを徹底し，資源ごみの回収に努めます。
・自治会等を中心に，資源ごみの回収に取り組みます。
・買物袋の削減に向け，�Ú� �Ì�¿�¬ 持参運動に取り組み，包装は簡易包装を薦めます。
・	ï¼�é�µ の軽減に向けて，�����~���� �á�ˆ ※５を進めます。
・事業者は，�¤�¯�Ú�”�«�|�¬�æ�”�ï�Ú�”�« 等の環境ラベルの付いた製品の購入や販売に
　努めます。

地域・
事業者

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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行政

・分別ルールの徹底を進めます。
・使用済小型家電のボックス回収や粗大ごみの日曜日受入に取り組みます。
・商工会議所等と連携し，�����~���� �á�ˆ を推進するなど，	ï¼�é�µ の軽減に取り組みます。
・�Ú� �Ì�¿�¬ 持参を奨励するとともに，簡易包装の周知を図ります。
・�¤�¯�Ú�”�« や�¬�æ�”�ï�Ú�”�« 等の環境ラベルの付いた製品の購入を呼びかけます。
・事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別徹底を推進します。
・ごみを多量に排出する事業者のごみ減量化計画書の作成を支援します。
・ごみの分別・資源化に向けて，プラスチック製容器包装（廃プラ）の収集・資源化を
　検討します。

・土地区画整理地内等のごみ集積所の設置等に係る支援を検討します。

・学校や自治会等を対象に，出前講座やごみ処理施設の見学会などを実施します。

・�]�ˆ	r�g�ª
ƒ の延命化を図るため，精密機能検査※６や補修・整備を計画的に実施します。
・	ý�°`��:ú�7	4	rü	Ô は，環境に配慮した施設として整備します。

・環境面に配慮した衛生的な「し尿処理施設」により，効率的な処理を行います。

ごみの減量化・資源化対策

ごみ収集

環境教育・普及啓発活動

ごみ処理施設の整備

し尿処理施設の運営

※１資源化率　　

※２最終処分率　　
※３エコマーク　　
※４グリーンマーク

※５30・10 運動

※６精密機能検査

古紙類やビン，缶，ペットボトルなど資源化した量をごみの総排出量で除した数値
です。
焼却灰や破砕不燃物等の埋立量をごみの総排出量で除した数値です。
財団法人日本環境協会の認定を受けた環境保全型商品に付けられるマークです。

公益財団法人古紙再生促進センターの認定を受け，原料に古紙を規定の割合以上利
用していることを示すマークです。
30・10 運動は，宴会時の食べ残しを減らすためのキャンペーンで，乾杯後 30 分間
は席を立たずに料理を楽しみましょう，お開き 10 分前になったら，自分の席に戻っ
て，再度料理を楽しみましょう，と呼びかけて，食品ロスを削減するものです。
廃棄物処理施設の機能を保全するため，定期的に行う検査のことをいいます。



126

�,
�Š
�ª
�f 

�í 
�×

µ
�~
��
�¥
�~
	ï

3

現状・課題

(2) スローシティ・スローフードを推進し，豊かな食材を更に活かすとともに，食文化を

　　次世代に継承します。

① スローシティ・スローフードの推進

・平成 15 年に，国内初となる「気仙沼スローフード」都市宣言を行っています。
・スローフード運動は，伝統的な食材や料理，質の良い食品，その素材を提供する生産者
　を守るとともに，子供たちを含め，消費者に味の教育を進める運動のことです。
・子どもたちに料理を通して地域の食材の素晴らしさを学んでもらう「プチシェフコンテ
　スト」を平成 14 年から開催し，本市におけるスローフード運動の代表的な取組となっ
　ています。
・一方で，「スローフード」の認知度は，減少傾向にあります。
・平成 25 年には，国内初となる「スローシティ（チッタ・スロー）」の認証を受けています。
・スローシティ運動は，地域の生活習慣，環境を見直し，生活の質を向上させるまちづく
　りの取組のことで，スローシティ国際連盟には世界30か国236都市（平成29年11月現在） 
　が加盟しています。
・平成 23 年に策定した気仙沼市震災復興計画では，スローシティの概念である「自然に
　対する畏怖，畏敬の念～自然と調和する都市構造と市民生活」を基本理念に，また，「持
　続発展可能な産業の再構築」や「スローでスマートなまちとくらし」を目標に掲げています。
・平成 27 年に策定した「気仙沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では，スローシティ
の概念が継承され，「自然と共生した生活」，「都会の真似はしない」，「産業は国際的に」
を基礎的視点としています。
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● スローフードという言葉も意味も知っている割合

�H ���� �s�Ó�½�³�£�Ñ�¯�ï�Â�µ�Ä �	�)�����


施策の方向性

　スローシティ認証された我がまちの生活スタイル，自然に囲まれた中での悠久のリズム
を誇りに思い，地域固有かつ多様な食文化と，それを育む人や自然，歴史，文化等を大切
にし，次世代に継承します。

�¿�‰�•�¢�®	ï��ž�ï��”�Ä�¯
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�µ�é�”�³�Â�Ÿ�w�³�ï�Ø�ç�Ú�”�«

主な指標
カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

 

指標項目 現状 2015(H27) 目標 2020（H32）

���ˆ�•�•�i�ˆ�w	ï�P�›�™
�Ý�`�o�ê�Ö�b�”�Â�ù

���������Ë �����Ë�Ž	Í

目標設定の考え方

�H���Í�>
‹	ª�¢	ï�
*
�
�-�h�w�èª�‹

行政

・�µ�é�”�Ñ�”�Å�•�é�”�§�ç�Ñ�•�”�µ�Ä�¢�•�i�H�°	��[�£ を念頭に置き，野菜，海産物，
　日本酒等の地場産物や，地場産物を提供する飲食店，販売店の利用に努めます。
・地域や公民館等が開催する料理教室に参加し，魚食をはじめ，地場産物や伝統料理の
　調理方法を学ぶとともに，食を通じた交流に努めます。
・プチシェフコンテストなどの料理コンテストに積極的に参加します。
・豊かな食材を育む自然を守ります。
・四季を通じて豊かな自然や旬の食材に恵まれ，ゆったりと過ごせる気仙沼の暮らしの
　価値を再認識します。
・気仙沼の暮らしのベースとなっている自然や伝統，文化を次世代に伝承するよう努めます。
・スローシティやスローフードについて理解し，多くの人に伝えるよう努めます。

・地域固有の風土を活かした都市づくりや特産物の生産・販売，来訪者への伝統食の提供・
　おもてなしに努めます。
・公民館や魚市場に新たに整備されるクッキングスタジオ等を活用し，魚食や地域食材，
　伝統料理，健康料理の普及に努めます。
・親子料理教室やプチシェフコンテストの開催に努めます。
・スローシティやスローフードについて理解し，市内外への普及・啓発に努めます。
・市内外の消費者が期待する「気仙沼産」のブランドイメージ（鮮度や味など）を追及し，
　消費者満足度の高い食材等の提供に努めます。

・�¢�w�¤	��-�h�x ，市の基本的理念に沿う�µ�é�”�³�Â�Ÿ�|�é�”�§�ç�Ñ�•�”�µ�Ä�w�ß�Q�M

�y�›��	O�`�|�¢�½�€�C�w�<�p�f�� します。
・スローシティの認証基準（環境，インフラ整備，都市づくり，地場産物，おもてなしの心，
　コミュニティの取組，高い市民意識など）に基づき，総合的な施策を推進します。
・豊かな心の醸成や魚食・地場産物の普及，世代間の交流・食文化の継承等を目的とし
　た料理教室や料理コンテストを開催し，食を通した地域活性化を図ります。
・国内外の都市と連携し，スローシティやスローフード
　の普及・啓発に努めます。
・シンボルマークを活用するなどし，���º	s�w�µ�é�”�³

�y�Â�Ÿ���M�È�Í�C�Í�N�¢ として，�Š�¢�w�±�—�›
u�Ã�$�t

�y�1�3します。

市民

地域・
事業者

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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現状・課題

② 食育・地産地消の推進

【食育の推進】

【地産地消の推進】

・平成27年度に策定した「第３次気仙沼市食育推進計画」（計画期間：平成28年度～32年度）
　により，食育※１の推進に取り組んでいます。
・平成 28 年の健康についてのアンケートによると，「３食とも主食，主菜，副菜の揃った
　食事をしている」と回答した人は 53.3％と約半数でした。20 ～ 30 歳代ではバランスの
　とれた食事をしている人は，約３割で，若い年代で食事バランスが崩れている傾向が見
　られます。
・平成 28 年の健康についてのアンケートによると野菜を３食とも食べている人は，26.7％
　で４人に１人となっており，野菜摂取割合は低い状況です。
・小・中学校においては，全国と比較して，朝食欠食割合が高くなっています。朝食欠食
　の理由としては，「食欲がない」「時間がない」が多くあげられています。平成 28 年度「食
　育白書※２」によると，毎日朝食を食べる子どもほど，学力調査の平均正答率が高い傾向
　にあります。
・平成 27 年度に実施した食育アンケートでは，小中学校の保護者が週 3回以上魚を食べ
　る割合は，41.9％でした。平成 22 年度は 49.9％ですので，家庭においては，魚を食べる
　回数が少なくなっており，魚離れが進行しています。魚を食べない理由としては「同居
　家族や自分が好まないから」「高額だから」が多く挙げられています。
・食物アレルギーをもつ子どもが増えており，アレルギーに関する正しい知識の普及が必
　要なことから，定期的に研修会を開催しています。また，給食会議においてアレルギー
　をもつ子どもの対応や事例検討を行い事故防止に努めています。
・東日本大震災以降，学校給食調理場や認可保育所では，給食の放射能検査を実施しており，
　その検査結果は，給食だよりや市のホームページにより公表しています。

・気仙沼の食（市内で生産された農林水産物又は水揚げされた魚介類等の食材を利用した
　製品等）の魅力を深めることにより，本市の食文化への理解及び関心を高めるとともに，
　気仙沼の食の積極的な活用を図り，もって地場産業の振興及び「気仙沼スローフード」
　都市宣言を掲げる本市の食文化の振興に寄与することを目的に，気仙沼市食文化の振興
　に関する条例が平成 28 年度に制定されました。
・食の安全・安心に対する関心の高まりから，生産者の顔が見える地場産物に対する需要
　が増え，農産物直売所等での販売が行われています。
・学校給食において，地場産物を活用した献立を提供することに努めています。
・生産者の減少や高齢化の進行等により，生産量は減少傾向にあるとともに，季節による
　品揃えの面での課題があります。
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● 学校給食で使用した県内産野菜等の利用品目の割合

�¿�‰�•�]�•	Ô�ˆú�Æ�;	Ý�¯�s�Ð�*

�Þ�]�º�ˆ�w�ú�J�¢�M�‹�¨���‰�£�|�~�¨�|�Lú�~�V�w�\�¨�w
ï�ú�J�s�U�0	Å�q�s�“�‡�b�{�s�S�|
+�ˆú

�y�x�0	Å�q�s�l�o�M�‡�d�œ�{

施策の方向性

・食に関する知識と食を選択する力を身につけることにより，心身の健康を増進する健全
　な食生活の実践を目指します。
・地域の豊かな食材や食文化を大切にし，地産地消を推進します。

主な指標
カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

 

指標項目 現状 目標 2020（H32）

�Ç	ï�›�=	ï�b�”�¤�¶
\�w
�Â�ù

	?���s�Ž	Í�•�›	ï�‚�”�Â
�ù

��	ï�q�‹	�	ï�~	��J�~í
�J�w���l�h	ï�Ä�›	ï�‚�o
�M�”�Â�ù

�¶�Í�…	ï�p�–�;�`�h�ú�J
�¢�M�‹�¨���‰�£�|�~�¨�|�L
ú�~�V�w�\�¨�w
ï�ú�J�s
¼�è
:�w�O�j�]�º�ˆ�ú�J
�s¼�è
:�w�b�;�Â�ù

�¤�¶�Í���å
\ �������Ë
�¢�)�����


���������Ë�¢�)�����£

���������Ë�¢�)�����£

���������Ë�¢�)�����£

���Ë�Ž�<

�����Ë�¢�������£

�����Ë�Ž	Í

�����Ë�Ž	Í

目標設定の考え方

�H���Í�>
‹	ª�¢	ï�
*
�
�-�h�w�èª�‹

�H���8�Z�d�œ�u�‡�H�Á�Ó
�å�ï ���� �w�èª�‹

�H���Í�>
‹	ª�¢	ï�
*
�
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・食卓等において気仙沼の食を通じ，本市の食文化に触れることによりその理解を深め，
　次世代に継承していくよう努めます。
・気仙沼の食についての正しい知識を持つとともに，気仙沼の食に関する情報の発信に
　努めます。
・多くの人々が集う場等においては，乾杯に際して地元酒等※３を利用し，気仙沼の食を
　用いる等，本市の食文化の普及に努めます。
・個人のし好及び意思を尊重しながら，気仙沼の食に対する敬意として，食べ残しを減
　らすことに努めます。
・地場産物への理解と愛着を深め，積極的に利用するよう心掛けます（ローカルファー
　スト）。
・�®
ã	ø
ã�I�V�Ç�]�x�œ ※４�¯�›�î
«�`�|�Ç	ï�›�=�T�^�c	ï�‚�‡�b�{

・野菜は，１日 350g を目標に，毎食食べるよう心掛けます。
・魚に親しみを持てるよう食べやすく料理を工夫し，魚に関する知識を次世代に伝える
　よう努めます。
・家庭料理や郷土料理を次世代に伝える等，子どもが豊かな食文化に触れる機会を作る
　よう努めます。

・気仙沼の食についての正しい知識を持つとともに，気仙沼の食に関する情報の発信に
　努めます。
・多くの人々が集う場等においては，乾杯に際して地元酒等を利用し，気仙沼の食を用
　いる等，本市の食文化の普及に努めます。
・個人のし好及び意思を尊重しながら，気仙沼の食に対する敬意として，食べ残しを減
　らすことに努めます。
・地元食材の普及や調理技術の習得，世代間の交流，食文化の伝承等を図るため，家庭
　や学校，行政などと連携し，料理教室や体験活動などを実施します。
・調理が困難な世帯に対して，食材や食事の宅配サービスを実施し，食事のバランスの
　偏りを防ぎます。
・生産者は，消費者が求める�†
¶�~�†	ú�T�m	ý
±�p�‘�í�s�ö
+�ˆú�w�†���$�s���™ に努
　めます。
・事業者は，地場産物の製造・加工・販売に努めます。
・南三陸米ひとめぼれや春告げやさい，気仙沼いちご，気仙沼茶豆，かつお，メカジキ，
　牡蠣など，地場産物を積極的にＰＲし，さらなる消費拡大を図ります。
・流通に乗らない�°�b�;�•�F�¨�Ž�w�•�•�|�ú�J�s�r�w���®�Æ�; を図ります。
・飲食店や小売店などで，食材の産地表示などの情報提供を行います。

市民

地域・
事業者

行政
・�®
ã	ø
ã�I�V�Ç�]�x�œ�¯ を推進し，朝食を欠かさず食べること，野菜は１日 350g を目
　標に毎食食べることが実践できるよう，広報や保育所・学校の給食だより等を活用し，
　伝えます。また，小・中学校において栄養教諭・学校栄養職員が授業・講話をするなど，
　親も子も学べる機会を作ります。

食育の推進

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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行政

・乳幼児健康診査や子育て支援事業において，乳幼児期からのむし歯予防や，	�	ï�~	��J�~

�yí�J ※５�w���l�h�Ì�å�ï�µ�w�‘�M	ï�Ä が，今後の心や身体の発育・発達に大きく影響す
　ることを親へ伝えていきます。
・親子料理教室，農林漁業体験など，食に関する様々な学習機会を提供します。
・学校給食において，	��J�w���Â�t�•�›	��“�Ö�• ，魚を通じた食育の推進に努めます。
・魚を食生活に取り入れることの重要性について，ホームページや広報に掲載します。
・魚を使った料理の作り方を紹介する�®�>
‹	ª�w�S�^�T�s�«�¿�©�ï�¬�¯�›�Í し，魚食
　の普及に努めます。
・�•�¢	Ô�º�t
ƒ�”�^�•�”�®�¢�>	¶�£�«�¿�©�ï�¬�µ�»�´�¦�¯�›�Æ�; し，本市に水揚げされ
　る水産物や沿岸で生産される魚介類を使用した料理教室等の開催を通して，地元食材
　に対する理解を深めます。
・	ïú�ž�è�ç�ª�”�t���`�o
Y�`�X�g�r してもらうため，研修会を開催するとともに，給
　食会議での情報共有により事故防止に努めます。
・	ï��›
*
��b�”�æ�”�¼�”�¢	ï
\�Æ�~
³
*
��»�£�w�Z	.�q�›�‰�5 し，�
R に努めます。
・	ï��›
*
��b�”�æ�”�¼�”�¢	ï
\�Æ�~
³
*
��»�£�q�È�� し，�•�¬�•�¶�Í�p�w	ï��›
*
�

�y�b�”�h�Š�w�è�2�›�‰�5 します。

・気仙沼市食文化の振興に関する条例に基づく各種取組を推進します。
・
\�ˆ�.�g�•�Ú�	t ，�¶�Í�…	ï などを通して，生産者と消費者を結びつける機会を増やし，
　地産地消を推進します。
・�Ú�	t の魅力を高め，設置場所の特性と顧客層に対応した運営を６次産業化に係る補
　助金や事務的支援を織り交ぜ支援します。
・�“�w�ú�®�G�i�‚��� �̄º�t�ˆ�Ú�ª
ƒ�›
T‹ し，鮮度の高い地場産物の消費拡大を図ります。
・市内全域を対象とした農作物共進会を開催し，地元農作物の生産技術，生産意欲の向
　上と地元農作物のＰＲを推進します。

地産地消の推進

※１食育　　

※２食育白書　　

※３地元酒等　　

※４早寝早起き
　  朝ごはん

※５主食・主菜・副菜

様々な経験を通じて，「食」に関する知識とバランスの良い「食」を選択する
力を身につけ，健全な食生活を実践できる力を育むことをいいます。
食育基本法に基づき，食育の推進に関して講じた施策について毎年国会に報告
を行うものです。

市内において製造され，又は市内で生産された農産物が使用された酒類，果汁
飲料等

文部科学省が，子どもの基本的生活習慣の確立や生活リズムの向上を目指し推
進している国民運動のことをいいます。
主食とは，ご飯，めんなどの穀物を主な材料とした料理であり，炭水化物を多
く含み，エネルギー源となります。主菜とは，魚，肉，たまご，大豆を主な材
料にした料理であり，たんぱく質や脂質を多く含みます。副菜とは，野菜，海
藻などを主な材料とした料理であり，ビタミン・ミネラル・食物繊維などを多
く含みます。


